
救急対応マニュアル（けが・病気発生時） 

 

発見者 

 

・傷病者の症状の確認（意識、心肺、呼吸、出血等） 

・応急手当（現場で直ちに） 

・他の職員に協力要請や指示 

けが・急病 

職員 A 

傷病者の対応（応急手当） 

管理者または児発管 

通報・連絡 

※軽度のけが等の場合は、経過観察 

職員 B 

他の子どもの対応 

・人数の確認 

・配慮を要する子供への対応 

救急車の出勤・要請 

【消防署 119番】 

「救急通報要領」を参考に！ 

医療機関での処置 

付添

搬送 

保護者 かかりつけ医へ

の相談 

・安全確認後活動再開 

・安全を確認後、帰宅 

・保護者引き渡し 

谷本小児科 

０８２-９２１-７５５５ 

※状況が落ち着いてから 

障害自立支援課に報告する 

救急隊到着から病院へ搬送するまで  

・施設の入り口を開錠し、救急隊の誘導を行う。 

・整理した情報を救急隊に伝える（救急情報シート参照）。 

・ストレッチャーの搬送経路の確保を行う。 

・救急隊の資機材の搬出を補助する。 

・可能であれば詳しい状況を知っている職員が同乗する。 


